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○衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程（平成

２０年２月６日庁訓第１号） 
最終改正 令和５年３月３１日 

 （趣旨） 

第一条 この規程は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以

下「情報公開法」という。）の趣旨を踏まえ、衆議院事務局（以下「事務局」という。）が保有する

議院行政文書の開示についての運用の基本を定めるものとする。 

 （定義） 

第二条 この規程において、「議院行政文書」とは、事務局の職員が行政事務の遂行上作成し、又は取

得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、事務局の職員が組織的に用いるも

のとして、事務局が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

 一 官報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 

 二 憲政記念館の資料取扱基準（昭和五十年十二月二十六日憲政記念館長決定）に基づいて管理さ

れているもの 

２ 議院行政文書には、衆議院の立法及び調査に係る文書は含まれない。 

 （開示の原則） 

第三条 事務局は、その保有する議院行政文書の開示を求められた場合は、何人に対しても、当該議

院行政文書を開示するものとする。ただし、当該議院行政文書に次の各号に掲げる情報（以下「不

開示情報」という。）のいずれかが記録されているときは、この限りでない。 

 一 法令に別段の定めがある情報 

 二 会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に支障を及ぼ

すおそれがあるもの 

 三 情報公開法第五条各号に掲げる情報に相当する情報（衆議院の立法及び調査に係る事務の性質

上、公にすることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを含む。） 

 （部分開示） 

第四条 開示を求められた議院行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示

情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につ

き開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めら

れるときは、この限りでない。 

２ 開示を求められた議院行政文書に情報公開法第五条第一号の情報に相当する情報（特定の個人を

識別することができるものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年

月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等（同号に規定する記述等をい

う。）の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる

ときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に相当する情報に含まれないものとみなして、前項
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の規定を適用する。 

 （公益上の理由により開示を行う場合） 

第五条 開示を求められた議院行政文書に不開示情報（情報公開法第五条第一号の二に掲げる情報に

相当する情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、

開示を求める者に対し、当該議院行政文書を開示することができる。 

 （議院行政文書の存否に関する情報） 

第六条 開示を求められた議院行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示す

ることとなるときは、当該議院行政文書の存否を明らかにしないで、開示しないことができる。  

 （開示の手続等） 

第七条 議院行政文書の開示を求める者に対しては、その者の氏名及び連絡先、開示を求める議院行

政文書の名称等議院行政文書を特定するに足りる事項を記載した書面の提出を求める。 

２ 議院行政文書の開示を求める者が文書の特定のための情報の提供を求める場合は、参考となる情

報を提供するよう努めなければならない。 

 （開示の申出に対する対応） 

第八条 開示を求められた議院行政文書の全部を開示する場合には、開示を求める者に対し、その旨

を開示の日時、場所及び方法とともに、適宜の方法で連絡する。 

２ 開示を求められた議院行政文書の全部又は一部を開示しない場合には、開示を求める者に対し、

書面でその旨を連絡する。当該書面には、開示しない理由を簡潔に付記するものとする。 

３ 前二項の連絡は、開示の申出のあった日から原則として三十日以内に行うものとする。 

 （第三者に対する意見聴取） 

第九条 開示を求められた議院行政文書に国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律（平成十三年法律第百四十号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。）、

地方公共団体、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一

項に規定する地方独立行政法人をいう。）及び開示を求める者以外の者（以下「第三者」という。）

に関する情報が記録されている場合において、不開示情報に該当する事由の存否に疑義があるとき

は、当該第三者に対し、開示についての意見を求めるものとする。 

２ 前項により意見を求められた第三者から当該議院行政文書の開示に反対する意見が提出されたに

もかかわらず、これを開示するときは、開示に先立ち、その旨を第三者に通知するものとする。 

 （開示の実施） 

第十条 議院行政文書の開示は、文書及び図画については、これの閲覧をさせ、又はその写しの交付

をすることにより、電磁的記録については、事務局が保有するプログラム（電子計算機に対する指

令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）により用紙に出力し

たものの閲覧をさせ、若しくはその写しの交付をし、又は事務局が保有する専用機器により再生し

たものの閲覧、聴取若しくは視聴をさせることにより、これを行う。ただし、文書又は図画の閲覧

の方法による場合において、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときそ
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の他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行う。 

２ 前項の写しの交付は、議院行政文書の開示を受ける者が別に定める額の手数料を納付した場合に

行うものとする。 

３ 開示を求められた議院行政文書の開示より別の議院行政文書の提示又は情報の提供をする方が開

示を求める者の目的に沿うと認められる場合は、これらの文書又は情報をもって開示の対象とする

ことができる。 

４ 議院行政文書の開示を受ける者に対しては、その求める開示の実施方法その他の必要な事項を記

載した書面の提出を求める。 

５ 開示の実施は、議院行政文書の全部又は一部を開示する旨の連絡があった日から原則として三十

日以内に行うものとする。ただし、開示の準備により事務に支障を生ずるおそれがあると認めると

きは、この限りでない。 

 （苦情の申出）  

第十一条 開示を求められた議院行政文書の全部又は一部を開示しないこと（以下「不開示」という。）

について、開示を求めた者から事務局に、その者の氏名及び連絡先、開示を求めた議院行政文書の

名称等、苦情の具体的な内容その他の必要な事項を記載した書面により苦情の申出がされた場合に

は、事務総長は、衆議院事務局情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問す

るものとする。ただし、当該苦情の申出が、正当な理由がないのに、第八条第二項の連絡を行った

日の翌日から起算して三月を経過した日以後にされた場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する場合においては、事務総長は、苦情の申出をした者（以下「申出人」と

いう。）に対して、同項本文及び第五項から第七項までの措置をとらない旨を書面により連絡する。 

３ 審査会は、苦情の申出について、事務総長の諮問に応じ、開示を求められた議院行政文書の全部

又は一部を開示しないことの当否等について調査・審議し、答申するものとする。 

４ 事務総長は、審査会の答申があったときは、これを尊重する。 

５ 事務総長は、不開示とするときは、その旨を申出人に連絡する。 

６ 事務総長は、不開示としないときは、是正の指示を行うとともに、その旨を申出人に連絡する。

この場合において、事務局は、申出人に対し、是正の指示に沿った形で議院行政文書を開示する。 

７ 前二項の対応は、申出のあった日から原則として四十日以内に行うものとする。 

 （適用除外） 

第十二条 この規程の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

 一 この規程の規定により開示することが、衆議院における決定、事務局が従うべき会派間の合意

その他これらに類するものの趣旨に反することとなるもの 

 二 刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第五十三条の二第一項に規定する訴訟に関する

書類及び押収物 

２ 開示を求められた議院行政文書の一部に前項第一号に掲げるものが記録されている場合は、これ

を不開示情報とみなして、第四条第一項の規定を適用する。 
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 （議長への報告） 

第十三条 事務総長は、この規程に基づく議院行政文書の開示の実施状況について、毎年一回議長に

報告するものとする。 

 （開示等の事務） 

第十四条 議院行政文書の開示及び苦情の申出に係る受付事務並びに議院行政文書の開示の実施等に

係る事務は、庶務部文書課が行う。 

２ 開示を求められた議院行政文書の特定等に係る事務は、当該議院行政文書を保有している課等（衆

議院事務局文書取扱規程（平成二十三年庁訓第四号）第二条第十七号に規定する課等をいう。）が行

う。 

   附 則 

 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。 

   附 則（平成二十五年十二月二十日） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程

（以下「新規程」という。）第十一条第一項、第二項及び第四項の規定は、この規程の施行の日（以

下「施行日」という。）以後にされる新規程第九条第一項又は第二項の連絡に係る議院行政文書の開

示の実施について適用し、施行日前にされたこの規程による改正前の衆議院事務局の保有する議院

行政文書の開示等に関する事務取扱規程（以下「旧規程」という。）第九条第一項又は第二項の連絡

に係る議院行政文書の開示の実施については、なお従前の例による。 

３ 新規程第十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる新規程第九条第二項の連絡に係

る不開示についての苦情の申出について適用し、施行日前にされた旧規程第九条第二項の連絡に係

る不開示についての苦情の申出については、なお従前の例による。 

   附 則（平成二十七年十月五日） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成二十七年十月五日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行前に衆議院事務局情報公開苦情審査会（以下「旧審査会」という。）にされた諮問

でこの規程の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは衆議院事務局情報公開・個人情

報保護審査会（以下「新審査会」という。）にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がし

た調査審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。 

   附 則（平成二十八年一月十八日） 

 この規程は、平成二十八年二月一日から施行する。 

   附 則（平成二十八年十一月二十一日） 
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 （施行期日） 

１ この規程は、平成二十八年十二月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の第十一条第一項ただし書の規定は、この規程の施行の日以後にされる衆

議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程第八条第二項の連絡に係る不開

示についての苦情の申出について適用し、同日前にされた同項の連絡に係る不開示についての苦情

の申出については、なお従前の例による。 

   附 則（令和元年九月二十四日） 

 この規程は、令和元年九月二十四日から施行する。 

   附 則（令和五年三月三十一日） 

 この規程は、令和五年四月一日から施行する。 
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参考：行政機関の保有する情報の公開に関する法律（抄）（平成十一年法律第四十二号）

（本規程第三条第三号関係） 

 

 （行政文書の開示義務） 

第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情

報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当

該行政文書を開示しなければならない。 

 一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記

録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において

同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない

が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる

情報を除く。 

  イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

  ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報 

  ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政

執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律（平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）第二条

第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和二

十五年法律第二百六十一号）第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

 一の二 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十条第三項に規定する行

政機関等匿名加工情報（同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するもの

に限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。）又は行政機関等匿名加工情報

の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定

する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号 

 二 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法

人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げる

もの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報を除く。 
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  イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの 

  ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又

は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが

当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由がある情報 

 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある

情報 

 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審

議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の

者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

  イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にす

るおそれ 

  ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行

政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

  ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

  ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

  ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、そ

の企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 

 


